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Ⅰ 地方公会計制度について 
 

 

１．新たな会計基準（統一的な基準）の導入について             
 

 人口減少・少子高齢化が進展し、地方財政の状況が厳しさを増す中で、財政の透明

性を高め、住民や議会等に対する説明責任をより適切に図ることの重要性が高まって

きています。こうした中で、財政のマネジメント強化のため、地方公会計の整備の促

進を通じた財政の効率化・適正化を推進してきましたが、これまでは財務書類の作成

に関する複数の方式が存在しており、団体間での比較が困難である等の問題が指摘さ

れていました。このような問題を受けて、平成２７年１月に「統一的な基準による地

方公会計の整備促進について（総務大臣通知）」が公表され、固定資産台帳の整備と複

式簿記の導入を前提とした財務書類の作成に関する統一的な基準が示されました。 

 栗山町は平成２６年度決算より統一的な基準に基づく財務書類を作成しています

が、財務書類を分析・活用し、更なる財政の健全化に向けた取り組みを進めてまいり

ます。 

 

２．対象とする会計・団体の範囲について                       
 

 統一的な基準では、一般会計及び地方公営事業会計以外の特別会計からなる「一般

会計等」を基礎とした財務書類、一般会計等に地方公営事業会計を加えた「全体財務

書類」、全体財務書類に地方公共団体の関連団体を加えた「連結財務書類」をあわせて

作成しますが、令和６年度連結財務書類は、栗山町が加入する一部事務組合や広域連

合等の財務書類の一部が未完成（令和８年２月末時点）のため作成していません。 
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【表１：栗山町の財務書類における対象会計・団体】 

財
務
書
類
の
区
分 

一般会計等 
財務書類 

地方公営事業会計 
関連団体 

（第三セクターほか） 
全体財務書類 

連結財務書類 

対
象
と
な
る
会
計 

・ 一般会計 

・ 北海道介護福祉

学校特別会計 

・ 国民健康保険特別

会計 

・ 介護保険特別会計 

・ 後期高齢者医療特

別会計 

・ 住宅団地造成事業

特別会計 

・ 工業団地造成事業

特別会計 

・ 水道事業会計 

・ 下水道事業会計 

・ （一財）栗山農業振

興公社 

・ 南空知ふるさと市町

村圏組合 

・ 南空知消防組合 

・ 南空知葬斎組合 

・ 空知教育センター組

合 

・ 道央廃棄物処理組合 

・ 北海道市町村備荒資

金組合 

・ 北海道市町村職員退

職手当組合 

・ 北海道市町村総合事

務組合 

・ 北海道町村議会議員

公務災害補償等組合 

・ 北海道後期高齢者医

療広域連合 
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３．財務書類に関する説明                                     
 

（１）各財務書類の説明 
 

①  貸借対照表 / Balance Sheet（略称 BS） 
貸借対照表は年度末における栗山町の資産や負債、純資産の残高を示している

財務書類です。資産とは、将来の住民に対する行政サービスを提供する社会資本

及びその資金となるものを示しています。負債とは、将来の住民に対する負担と

なるものを示しています。純資産とは、過去の世代が負担した税金や、過去に国・

道から獲得した補助金等の余剰（又は欠損）であり、負債とは違って将来の負担と

はならないものを示しています。 

 

資 産 
将来の住民に対する行政サービスを提供する社会資本や資金 
（例：公共施設、道路・公園等の公共インフラ、基金、現金など） 

負 債 
将来の住民に対する負担となるもの 
（例：地方債、職員の将来の退職手当の支給に係る負担など） 

純資産 
過去の世代が負担した税金や過去に獲得した補助金など将来返済す
る必要のないもの 
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②  行政コスト計算書 / Profit and Loss Statement（略称 PL） 
行政コスト計算書は、一会計期間に発生した行政サービスの提供等に伴う現金等

の資産の減少等である費用と、一会計期間における活動の直接的な成果として獲得

した現金等である収益の差額として、一会計期間に生じた行政コストを算定する財

務書類です。 

 

費 用 

経常費用 
職員給与等の人件費、消耗品費や委託料等の物件費
等、補助金や社会保障給付費等の移転費用などから構
成される、経常的に発生する費用です。 

臨時損失 災害復旧費など臨時に発生する費用（損失）です。 

収 益 

経常収益 
使用料や手数料、財産貸付収入など経常的に発生する
収益です。 

臨時利益 
資産の売却により生じた利益など臨時に発生する収
益です。 

 

③  純資産変動計算書 /Net Worth Statement（略称 NW） 
純資産変動計算書は、過去の世代が負担した税金や国・道から獲得した補助金等

の余剰を示す純資産がどのように増減したかを示しています。 

 

純 資 産 
過去の世代が負担した税金等や国・道等から獲得した補助金等の
余剰の蓄積残高。 

固定資産等 
形 成 分 

純資産のうち固定資産等の取得のために充当した分を示してお
り、資産形成を行った資産の貸借対照表上の残高と整合します。 

余 剰 分 
地方公共団体が費消可能な資源の蓄積をいい、流動資産（基金・
貸付金を除く）から負債を控除した額と一致します。 
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④  資金収支計算書 /Cash Flow Statement（略称 CF） 
資金収支計算書は１年間の資金の増減を、その収支の内容に応じて、業務活動収

支、投資活動収支、財務活動収支に区分して示した財務書類です。 

 これにより、どのような事業や活動にどの程度の資金が費消され、その財源とし

てどのような収入があったかを把握することができます。 

 

業務活動収支 
人件費や物件費等の支出のように毎年度継続的に発生する支出
と関連する収入 

投資活動支出 
固定資産の取得や基金の積立等、将来に向けた投資に関連する支
出と関連する収入 

財務活動収支 
地方債の発行や償還等の地方公共団体の財務活動に関連する収
支 

 

 

（２）４つの財務書類の相関関係 
 

図１は、令和６年度における財務書類の関連性を示しています。 

財務書類の間には以下のような関係があり図中の矢印は一致する部分を示して

います。 

 

① 貸借対照表の資産のうち「現金預金」の金額は、資金収支計算書の本年度末

資金残高に本年度末歳計外現金残高を足したものと対応。 

② 貸借対照表の「純資産」の金額は、資産と負債の差額として計算され、純資

産変動計算書の期末残高と対応。 

③ 行政コスト計算書の「純行政コスト」の金額は、純資産変動計算書に記載。 
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【図１：財務書類の相関関係】 

※一般会計等財務書類より作成（端数処理の関係により図中の単純合計は一致しません） 
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Ⅱ 令和６年度の決算状況 
 

 

１．令和６年度一般会計等財務書類の概要                
 

（１）貸借対照表（R7.3.31 現在） 

 
表２の貸借対照表は栗山町の一般会計等（一般会計＋北海道介護福祉学校特別

会計）における資産の保有状況や抱えている借金等の負債の残高を示しています。 

令和６年度末の資産合計額は 27,789 百万円であり、このうち公共施設や道路・

公園等の公共インフラを中心とする有形固定資産は 23,075 百万円であり、資産

全体の約 83％を占めています。令和５年度末に比べて有形固定資産の残高は 213

百万円減少しました。これはインフラ資産（道路や橋梁などの工作物）の減価償

却による資産の減少が主な理由です。 

将来の負担となる負債合計は令和６年度末で 18,183 百万円、このうち地方債

（1 年内償還予定地方債を含む）の残高は 16,513 百万円であり、負債全体の約

91％を占めています。令和６年度は地方債の償還額よりも発行額が多かったため、

令和５年度末に比べて地方債（1 年内償還予定地方債を含む）の残高は 3,181 百

万円増加しました。 

純資産の残高は令和６年度末で 9,606 百万円、資産合計 27,789 百万円の約 35％

を占めています。これは町の一般会計等が保有する資産のうち約 35％は過去に獲

得した税金や補助金等により取得したものであることを示しています。 
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【表２：貸借対照表（一般会計等）】              （単位：百万円） 

※端数処理の関係により表中の合計及び増減は一致しない場合があります。詳細は別冊資料「一般会

計等・全体会計財務書類一覧」によりご確認下さい。 

[注記] 

●地方交付税措置のある地方債のうち、将来の普通交付税の算定基礎である基準財政需要額 

に含まれることが見込まれる金額             10,555,884 千円 

●地方公共団体の財政の健全化に関する法律における将来負担比率の算定要素は、次のとおりです。 

・標準財政規模                                          5,123,197 千円 

・元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額      794,756 千円 

・将来負担額                                           19,280,885 千円 

・充当可能基金額                                 2,842,972 千円 

・特定財源見込額                           2,144,385 千円 

・地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額     11,733,740 千円 
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（２）行政コスト計算書及び純資産変動計算書（R6.4.1～R7.3.31） 

 
表３はわかりやすくするために、行政コスト計算書と純資産変動計算書を結合

して示したものです。この書類からは令和６年度の 1 年間に町の一般会計等が町

民に対する様々な行政サービスを提供するためにどの程度の費用が発生し、発生

したコストはどのような収入によって賄われているか等を把握することができま

す。また、その結果として、過去に獲得した税金や補助金等の余剰である純資産

がどのように増減したかも把握することができます。 

令和６年度に発生した行政サービスの提供等に要する経常的な費用として

12,270 百万円が発生し、このうち町民が使用料や手数料等の形で直接的に負担し

た額や預金利息等の合計 464 百万円が費用に係る直接的な財源とされました。な

お、経常費用が令和５年度に比べて 743 百万円増加していますが、これは、栗山

赤十字病院の改築等事業に対する補助金などの補助金等が 778 百万円増加してい

ることが主な要因です。 

このほかに資産除売却等の臨時損失 77 百万円が発生した結果、1 年間に発生し

た純行政コストは 11,880 百万円でした。この行政コストには税収等 6,313 百万

円、国県等補助金 2,339 百万円が財源とされましたが、3,229 百万円不足となり

ました。不足分は過年度から引き継いだ資産により賄われています。 

これらのほか、無償所管換等が 78 百万円増加しましたが、過去に獲得した税金

や補助金等の余剰である純資産は 1 年間に 3,149 百万円減少し、年度末の残高は

9,606 百万円となりました。 
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【表３：行政コスト計算書及び純資産変動計算書（一般会計等）】  （単位：百万円） 

※端数処理の関係により表中の合計及び増減は一致しない場合があります。詳細は別冊資料「一般会

計等・全体会計財務書類一覧」によりご確認下さい。 
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（３）資金収支計算書（R6.4.1～R7.3.31） 

 
表４の資金収支計算書は令和６年度にどのような活動で資金の出入りがあった

かを示しています。日常的な行政サービスの提供等に関連する支出とその財源で

ある業務活動収支について、支出面では人件費や物件費等の行政サービスに関連

する業務費用支出が 3,392 百万円、補助金や社会保障給付費等の移転費用支出が

7,325 百万円発生しました。なお、移転費用支出は令和５年度に比べて 786 百万

円増加していますが、これは、栗山赤十字病院の改築等事業に対する補助金など

の補助金等が増加していることが主な要因です。 

収入面では税金や補助金等による業務収入が 9,023 百万円あり、結果として業

務活動収支は 1,712 百万円の赤字となりました。なお、業務収入は令和５年度に

比べて 342 百万円増加していますが、これは国や北海道からの補助金収入が増加

したことが主な要因です。 

固定資産の取得等の投資活動に係る支出と関連する収入の差引である投資活動

収支は 1,340 百万円の赤字、地方債の発行と償還等を示す財務活動収支は 3,181

百万円の黒字となり、令和６年度の資金収支額は 129 百万円の黒字となりました。 

結果として、令和６年度末の現金預金残高は歳計外現金残高を含めて 568 百万

円となりました。 
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【表４：資金収支計算書（一般会計等）】             （単位：百万円） 

※端数処理の関係により表中の合計及び増減は一致しない場合があります。詳細は別冊資料「一般会

計等・全体会計財務書類一覧」によりご確認下さい。 
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２．令和６年度全体財務書類の概要                 
 

（１）貸借対照表（R7.3.31 現在） 

 
表 5 の貸借対照表は栗山町の全体会計における資産の保有状況や抱えている借

金等の負債の残高を示しています。 

令和６年度末の資産合計額は 39,847 百万円であり、このうち公共施設や道路・

公園・上下水道等の公共インフラを中心とする有形固定資産は 34,782 百万円で

あり、資産全体の約 87％を占めています。令和５年度末に比べて有形固定資産の

残高は 486 百万円減少しました。これはインフラ資産（主に道路や橋梁などの工

作物）の減価償却による資産の減少が主な理由です。現金や基金等で構成されて

いる流動資産は 3,220 百万円であり、令和５年度末に比べて 135 百万円増加して

います。これは前年度繰越金などの現金預金が増加したことが主な要因です。 

将来の負担となる負債合計は令和６年度末で 27,422 百万円であり、このうち

地方債（1 年内償還予定地方債を含む）の残高は 20,918 百万円であり、負債全体

の約 76％を占めています。令和６年度は地方債の償還額よりも発行額が多かった

ため、令和５年度末に比べて地方債（1 年内償還予定地方債を含む）の残高は 3,080

百万円増加しました。 

純資産の残高は令和６年度末で 12,425 百万円、資産合計 39,847 百万円の約

31％を占めています。これは栗山町が保有する資産のうち約 31％は過去に獲得し

た税金や補助金等により取得したものであることを示しています。 
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【表 5：貸借対照表（全体会計）】                 （単位：百万円） 

※端数処理の関係により表中の合計及び増減は一致しない場合があります。詳細は別冊資料「一般会

計等・全体会計財務書類一覧」によりご確認下さい。 
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（２）行政コスト計算書及び純資産変動計算書（R6.4.1～R7.3.31） 

 
表 6 はわかりやすくするために、行政コスト計算書と純資産変動計算書を結合

して示したものです。 

令和６年度に発生した行政サービスの提供等に要する経常的な費用として

15,593 百万円が発生し、このうちサービスの受益者である町民が使用料や手数料

等の形で直接的に負担した額や預金利息等の合計 991 百万円が費用に係る直接的

な財源とされました。なお、経常費用が令和５年度に比べて 873 百万円増加して

いますが、これは一般会計における、栗山赤十字病院の改築等事業に対する補助

金などの補助金等が 856 百万円増加していることが主な要因です。 

このほかに資産除売却等の臨時損失 77 百万円が発生した結果、1 年間に発生し

た純行政コストは 14,676 百万円でした。この行政コストには税収等 7,326 百万

円、国県等補助金 4,129 百万円が財源とされており、3,221 百万円不足となりま

した。不足分は過年度から引き継いだ資産により賄われています。 

これらのほか、無償所管換等が 78 百万円増加しましたが、過去に獲得した税金

や補助金等の余剰である純資産は 1 年間に 3,142 百万円減少し、年度末の残高は

12,425 百万円となりました。 
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【表 6：行政コスト計算書及び純資産変動計算書（全体会計）】   （単位：百万円） 

※端数処理の関係により表中の合計及び増減は一致しない場合があります。詳細は別冊資料「一般会

計等・全体会計財務書類一覧」によりご確認下さい。 
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（３）資金収支計算書（R6.4.1～R7.3.31） 

 
表 7 の資金収支計算書は令和６年度にどのような活動で資金の出入りがあった

かを示しています。日常的な行政サービスの提供等に関連する支出とその財源で

ある業務活動収支について、支出面では人件費や物件費等の直接的な行政サービ

スに関連する業務費用支出が 3,999 百万円、負担金・補助金や社会保障給付費等

の移転費用支出が 9,531 百万円発生しました。なお、移転費用支出は令和５年度

に比べて 794 百万円増加していますが、これは一般会計において、栗山赤十字病

院の改築等事業に対する補助金などの補助金等が増加していることが主な要因で

す。 

収入面では税金・上下水道使用料や補助金等による業務収入が 12,131 百万円

あり、結果として業務活動収支は 1,417 百万円の赤字となりました。 

固定資産の取得等の投資活動に係る支出と関連する収入の差引である投資活動

収支は 1,496 百万円の赤字となりましたが、地方債の発行と償還等を示す財務活

動収支は 3,099 百万円の黒字となり、令和６年度の資金収支額は 186 百万円の黒

字となりました。 

結果として、令和６年度末の現金預金残高は歳計外現金残高を含めて 1,300 百

万円となりました。 

  

  



18 

 

【表 7：資金収支計算書（全体会計）】              （単位：百万円） 

※端数処理の関係により表中の合計及び増減は一致しない場合があります。詳細は別冊資料「一般会

計等・全体会計財務書類一覧」によりご確認下さい。 
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３．財務書類の分析                      
 

 栗山町の財務書類をよりよく理解するため、表 8 の分析を行いました。 

なお、分析に当たっては以下の視点から実施しました。 

 

【表 8：分析の視点】 

分析の視点 住民等のニーズ 利用した指標 

資 産 形 成 度 
将来世代に残る資産はどのくらい
か 

・ 町民 1 人当たり資産額 

・ 有形固定資産減価償却
率 

世代間公平性 
将来世代と現世代との負担の分担
は適切か 

・ 純資産比率 

・ 社会資本形成の世代間
負担比率 

持 続 可 能 性 財政に持続可能性があるか 

・ 町民 1 人当たり負債額 

・ 実質純資産比率 

・ 負債比率 

・ 基礎的財政収支 

効 率 性 
行政サービスは効率的に提供され
ているか 

・ 町民 1 人当たり行政コ
スト 

弾 力 性 
資産形成を行う余裕はどのくらい
あるか 

・ 行政コスト対税収比率 

自 律 性 
歳入はどのくらい税金等でまかな
われているか 

・ 受益者負担比率 
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分析結果 
 

① 町民 1 人当たりの状況【資産形成度、持続可能性、効率性】 
  

                       ※人口は１０月１日時点（住民基本台帳） 
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②有形固定資産減価償却率【資産形成度】 
 

＜算定式＞ 
有形固定資産減価償却率＝減価償却累計額÷取得価額 

 

有形固定資産のうち、償却資産の取得価額等に対する減価償却累計額の割合を示

す指標です。この指標により、有形固定資産の耐用年数に対して資産の取得からど

の程度経過しているのかを全体として把握することができます。 

 

 

 

 

 

③純資産比率【世代間公平性】 
 

＜算定式＞ 
純資産比率＝純資産÷資産 

 

資産のうち、償還義務のない純資産の割合を示しており、この比率が高いほど財

政状況が健全であるといえます。 
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④社会資本形成の世代間負担比率【世代間公平性】 
 

＜算定式＞ 
社会資本形成の世代間負担比率＝地方債合計残高÷有形固定資産 

 

有形固定資産を地方債等の発行によってどれくらい調達したかを示す指標です。

この指標が高いほど将来世代の負担する割合が高いといえます。 

 

 

 

 
 
⑤実質純資産比率【持続可能性】 
 

＜算定式＞ 
実質純資産比率＝（純資産－インフラ資産）÷（資産－インフラ資産） 

 

道路や公園、上下水道のような一般的な経済取引にはなじまないインフラ資産の

価値をゼロと仮定した場合の純資産比率であり、民間企業の自己資本比率に類似す

る指標です。この比率がマイナスになると、負債の担保となる資産が実質的に存在

しないことを表しています。 
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⑥負債比率【持続可能性】 
 

＜算定式＞ 
負債比率＝負債÷純資産 

 

純資産に対する負債の比率を表すもので、この指標が低いほど財政状況が健全で

あるといえます。 

 

 

 

⑦基礎的財政収支（プライマリーバランス）【持続可能性】 
 

＜算定式＞ 
基礎的財政収支=業務活動収支（支払利息支出を除く） 

+投資活動収支（基金積立金支出及び基金取崩収入を除く） 

 

資金収支計算書上の業務活動収支（支払利息支出を除く）及び投資活動収支（基

金積立金支出及び基金取崩収入を除く）の合算額を算出することにより、地方債等

の元利償還額を除いた歳出と、地方債等発行収入を除いた歳入のバランスを示す指

標となります。令和６年度において、基礎的財政収支は昨年度より引き続きマイナ

スとなっておりますが、赤字要因の把握を行い、今後も堅調な財政運営に努めてい

く必要があります。 
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⑧行政コスト対税収等比率【弾力性】 
 

＜算定式＞ 
行政コスト対税収等比率＝純行政コスト÷税収等 

 

税収等のうち、どれだけが資産形成を伴わない行政コストに費消されたかを示す

指標です。この比率が 100％に近づくほど資産形成の余裕はなく、100％を超えると、

過去から蓄積した資産を取り崩しているといえます。  

     

 

 

 

 

 

⑨受益者負担比率【自律性】 
 

＜算定式＞ 
受益者負担比率＝経常収益÷経常費用 

 

行政コスト計算書の経常収益は、使用料や手数料など行政サービスの提供を受け

たり、施設を利用した場合などの徴収される料金等の直接の受益者負担を表します。

経常収益の行政コストに対する割合を算定することにより、経常行政コストがどの

程度受益者の負担で賄われているかがわかります。 
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Ⅲ 参考：財務書類の主な科目説明 
 

 

（１）貸借対照表 
 

科  目 説  明 

資産の部 

過去の事象の結果として、特定の会計主体が支配するものであって、
将来の経済的便益が当該会計主体に流入すると期待される資源、ま
たは当該会計主体の目的に直接もしくは間接的に資する潜在的なサ
ービス提供能力を伴うもの。 

固定資産 「有形固定資産」、「無形固定資産」及び「投資その他の資産」に分
類。 

有形固定資産 「有形固定資産」、「無形固定資産」及び「投資その他の資産」に分
類。 

事業用資産 
「土地」、「立木竹」、「建物」、「工作物」、「船舶」、「浮標等」、
「航空機」、「その他」及び「建設仮勘定」などインフラ資産及び物
品以外の有形固定資産。 

インフラ資産 

システムまたはネットワークの一部であること、性質が特殊なもの
であり代替的利用ができないこと、移動させることができないこと、
処分に関し制約を受けることといった特徴の一部またはすべてを有
するもの。 
具体的には、「土地」、「建物」、「工作物」、「その他」及び「建
設仮勘定」に分類。 

投資その他の資産 「投資及び出資金」、「投資損失引当金」、「⾧期延滞債権」、「⾧
期貸付金」、「基金」、「その他」及び「徴収不能引当金」に分類。 

流動資産 「現金預金」、「未収金」、「短期貸付金」、「基金」、「棚卸資産」、
「その他」及び「徴収不能引当金」に分類。 

現金預金 現金及び預金の年度末残高。決算書の歳入歳出差引額及び歳計外現
金の合算。 

未収金 現年調定現年収入未済の収益及び財源。 
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科  目 説  明 

基金 「財政調整基金」及び「減債基金」の残高。 

負債の部 

過去の事象から発生した、特定の会計主体の現在の義務であって、
これを履行するためには経済的便益を伴う資源が当該会計主体から
流出し、または当該会計主体の目的に直接もしくは間接的に資する
潜在的なサービス提供能力の低下を招くことが予想されるもの。 

固定負債 「地方債」、「⾧期未払金」、「退職手当引当金」、「損失補償等引
当金」及び「その他」に分類。 

地方債 発行した地方債のうち、償還予定が１年超のもの。 

退職手当引当金 退職手当のうち既に労働提供が行われている部分について、期末 
要支給額方式で算定したものを計上。 

損失補償等引当金 
履行すべき額が確定していない損失補償債務等のうち、地方公共団
体の財政の健全化に関する法律上、将来負担比率の算定に含めた将
来負担額を計上。 

流動負債 「１年内償還予定地方債」、「未払金」、「未払費用」、「前受金」、
「前受収益」、「賞与等引当金」、「預り金」及び「その他」に分類。 

１年内償還予定地
方債 地方債のうち、１年以内に償還予定のもの。 

未払金 基準日時点までに支払義務発生の原因が生じており、その金額が確
定し、または合理的に見積もることができるもの。 

純資産の部 
資産から負債を控除した正味の資産をいい、租税等の拠出及び当該
会計主体の活動等によって獲得された余剰（または欠損）の蓄積残
高。 

固定資産等形成分 資産形成のために充当した資源の蓄積。 

余剰分（不足分） 地方公共団体の費消可能な資源の蓄積。 
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（２）行政コスト計算書 
 

科  目 説  明 

費用 一会計期間中の活動のために費消された、資産の流出もしくは減
損、または負債の発生の形による経済的便益またはサービス提供能
力の減少であって、純資産の減少原因になるもの。 

経常費用 費用の定義に該当するもののうち、毎会計年度、経常的に発生する
もの。 

業務費用 「人件費」、「物件費等」及び「その他の業務費用」に分類。 

人件費 「職員給与費」、「賞与等引当金繰入額」、「退職手当引当金繰入
額」及び「その他」に分類。 

職員給与費 職員等に対して勤労の対価や報酬として支払われる費用。 

賞与等引当金繰入
額 

賞与等引当金の当該会計年度発生額。 

退職手当引当金繰
入額 

退職手当引当金の当該会計年度発生額。 

物件費等 「物件費」「維持補修費」「減価償却費」及び「その他」に分類。 

物件費 職員旅費、委託料、消耗品や備品購入費といった消費的性質の経費。 

維持補修費 資産の機能維持のために必要な修繕費等。 

減価償却費 一定の耐用年数に基づき計算された当該会計期間中の負担となる
資産価値減少金額。 

その他の業務費用 「支払利息」、「徴収不能引当金繰入額」及び「その他」に分類。 

支払利息 地方公共団体が発行している地方債等に係る利息負担金額。 

移転費用 「補助金等」、「社会保障給付」、「他会計への繰出金」及び「そ
の他」に分類。 
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科  目 説  明 

補助金等 政策目的による補助金等。 

社会保障給付 社会保障給付としての扶助費等。 

他会計への繰出金 地方公営事業会計に対する繰出金。 

収益 一会計期間中における活動の成果として、資産の流入もしくは増
加、または負債の減少の形による経済的便益またはサービス提供能
力の増加であって、純資産の増加原因になるもの。 

経常収益 収益の定義に該当するもののうち、毎会計年度、経常的に発生する
もの。 

使用料及び手数料 行政活動として一定の財・サービスを提供する場合に、当該財・サ
ービスの対価として使用料・手数料の形態で徴収する金銭。 

臨時損失 費用の定義に該当するもののうち、臨時に発生するもの。 

臨時利益 収益の定義に該当するもののうち、臨時に発生するもの。 

 

 

（３）純資産変動計算書 
 

科  目 説  明 

純行政コスト 行政コスト計算書の収支尻である純行政コストと連動する。 

財源 「税収等」及び「国県等補助金」に分類。 

税収等 地方税、地方交付税及び地方譲与税等をいう。 

国県等補助金 国庫支出金及び都道府県支出金等。 

固定資産等の変動
（内部変動） 

「有形固定資産等の増加」、「有形固定資産等の減少」、「貸付金・
基金等の増加」及び「貸付金・基金等の減少」に分類。 
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科  目 説  明 

有形固定資産等の
増加 

有形固定資産及び無形固定資産の形成による保有資産の増加額ま
たは有形固定資産及び無形固定資産の形成のために支出したもの。 

有形固定資産等の
減少 

有形固定資産及び無形固定資産の減価償却費相当額及び除売却に
よる減少額または有形固定資産及び無形固定資産の売却収入（元本
分）、除却相当額及び自己金融効果を伴う減価償却費相当額。 

貸付金・基金等の
増加 

貸付金・基金等の形成による保有資産の増加額または新たな貸付
金・基金等のために支出した金額。 

貸付金・基金等の
減少 

貸付金の償還及び基金の取崩等による減少額または貸付金の償還
収入及び基金の取崩収入相当額等。 

資産評価差額 有価証券等の評価差額。 

無償所管換等 無償で譲渡または取得した固定資産の評価額等。 

 

 

（４）資金収支計算書 
 

科  目 説  明 

業務活動収支 「業務支出」、「業務収入」、「臨時支出」及び「臨時収入」に分
類。 

業務支出 「業務費用支出」及び「移転費用支出」に分類。 

業務費用支出 「人件費支出」、「物件費等支出」、「支払利息支出」及び「その
他の支出」に分類。 

人件費支出 人件費に係る支出。 

物件費等支出 物件費等に係る支出。 

支払利息支出 地方債等に係る支払利息の支出。 
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科  目 説  明 

移転費用支出 「補助金等支出」、「社会保障給付支出」、「他会計への繰出支出」
及び「その他の支出」に分類。 

補助金等支出 補助金等に係る支出。 

社会保障給付支出 社会保障給付に係る支出。 

他会計への繰出支
出 

他会計への繰出に係る支出。 

業務収入 「税収等収入」、「国県等補助金収入」、「使用料及び手数料収入」
及び「その他の収入」に分類。 

税収等収入 税収等の収入。 

国県等補助金収入 国県等補助金のうち、業務支出の財源に充当した収入。 

使用料及び手数料
収入 

使用料及び手数料の収入。 

投資活動収支 「投資活動支出」及び「投資活動収入」に分類。 

投資活動支出 「公共施設等整備費支出」、「基金積立金支出」、「投資及び出資
金支出」、「貸付金支出」及び「その他の支出」に分類。 

公共施設等整備費
支出 

有形固定資産等の形成に係る支出。 

基金積立金支出 基金積立に係る支出。 

投資及び出資金支
出 

投資及び出資金に係る支出。 

貸付金支出 貸付金に係る支出。 

投資活動収入 「国県等補助金収入」、「基金取崩収入」、「貸付金元金回収収入」、
「資産売却収入」及び「その他の収入」に分類。 

国県等補助金収入 国県等補助金のうち、投資活動支出の財源に充当した収入。 
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科  目 説  明 

基金取崩収入 基金取崩による収入。 

貸付金元金回収収
入 

貸付金に係る元金回収収入。 

資産売却収入 資産売却による収入。 

財務活動収支 「財務活動支出」及び「財務活動収入」に分類。 

財務活動支出 「地方債償還支出」及び「その他の支出」に分類。 

地方債償還支出 地方債に係る元本償還の支出。 

財務活動収入 「地方債発行収入」及び「その他の収入」に分類。 

地方債発行収入 地方債発行による収入。 

 


